
 

かほく市スポーツ競技及び文化活動における全国大会等出場者激励費等支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市におけるスポーツ及び文化活動の促進を図るため、全国大会

等に出場する個人又は団体に対し、激励費並びに交通費及び宿泊費の一部（以下「激

励費等」という。）を支給することについて必要な事項を定めるものとする。  

（支給対象大会） 

第２条 激励費等の支給の対象とする大会は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

（１） スポーツ競技 

ア 全国大会 県単位以上の予選会、記録会又は選考会等を経て出場する全国大会。

ただし、全国健康福祉祭又は公益財団法人日本中学校体育連盟が主催する全国大

会を除く。 

イ 国際大会 国内の予選会、記録会又は選考会等を経て出場する世界選手権大会

等の国際的規模の大会 

ウ 障がい者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定す

る身体障害者手帳の交付を受けた者、厚生事務次官通知（昭和４８年９月２７日

厚生省発児第１５６号）に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保護及び

精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に規定する

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。）が出場する全国大会  

（２） 文化活動 

ア 全国大会 予選又は選考（推薦や要請による選考を含む。）を経て出場する国

民文化祭、全国高等学校総合文化祭など文部科学省又は文化庁が主催し、若しく

は共催する全国大会若しくはコンクール又は市長が激励費等の支給を適当と認め

る全国規模の大会。ただし、所属する文化活動団体が主催するもので、大学生以

上が出場する場合を除く。 

イ 国際大会 市長が激励費等の支給を適当と認める国際的規模の大会  

２ 前項の規定にかかわらず、政治団体、宗教団体又はこれらに準ずる団体が主催する

大会は、支給の対象としない。 

（支給対象者） 

第３条 激励費等の支給の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

（１） スポーツ競技 市内に住所を有し、出場する大会開催要項の規定により登録



 

された選手、監督、コーチ、マネージャー等  

（２） 文化活動 市内に住所を有する個人、市内に活動の拠点を置く文化団体又は

出場する大会開催要項の定めにより登録された指導者。ただし、小学生又は中学生

が出場する大会の指導者の対象者は、１人までとする。  

（３） 市内中学校において部活動として実施するスポーツ競技又は文化活動 校長

が指導者として認めた教員 

２ 前項の規定にかかわらず、大会に出場することに対し、本市から他の補助金等が交

付される場合は、支給の対象としない。 

（支給額） 

第４条 激励費の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりと

する。 

（１） スポーツ競技 

ア 全国大会 

（ア） 中学生以下 １人につき５，０００円 

（イ） 高校生以上 １人につき１０，０００円 

イ 国際大会 

（ア） 中学生以下 １人につき１０，０００円 

（イ） 高校生以上 １人につき２０，０００円 

（２） 文化活動 

ア 個人 １人につき５，０００円 

イ 団体 １人につき５，０００円。ただし、６人分を上限とする。  

（支給額の加算） 

第５条 市長は、支給の対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の支給額

に交通費及び宿泊費の一部として次条に定める額を加算するものとする。  

（１） 幼稚園、小学校又は中学校に通学する者又はこども園に通園する者  

（２） 市内中学校において部活動として実施するスポーツ競技又は文化活動におい

て、校長が指導者として認めた教員 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、加算しない。  

（１） 大会主催者から交通費又は宿泊費が支給される場合  

（２） 石川県内で大会が開催される場合 

（加算額） 

第６条 支給額に加算する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとお

りとする。 



 

（１） 全国大会 別表第１に定める額 

（２） 国際大会 別表第２に定める額 

（支給手続） 

第７条 激励費等の支給を受けようとする者（以下「申告者」という。）は、大会出場

決定後速やかに全国大会等出場申告書（別記様式）に次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

（１） 予選会、記録会又は選考会の経緯及び結果を証明する書類  

（２） 出場する大会の開催要項等大会の内容が記載された書類  

（３） 大会に出場することを証明する書類 

（４） その他市長が必要と認める書類 

２ 申告者は、全国大会等に出場する個人（未成年者の場合は、その保護者）又は団体

の代表者とする。 

（支給） 

第８条 市長は、前条の申告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

申告者に激励費等を現金で支給するものとする。  

（激励費等の返還） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支給した激励費等の全部

又は一部を返還させることができる。 

（１） 申告者が虚偽の申請その他不正な手段により激励費等の支給を受けた場合  

（２） 激励費等の支給を受けた者が、全国大会等の出場を取り消され、又は敗退や

棄権等により大会実施期間が短縮された場合  

（結果報告） 

第１０条 激励費等の支給を受けた者は、大会終了後速やかにその結果を示す書類を市

長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

この告示は、平成２６年４月１日から施行し、同日以後に開催される全国大会等へ出

場するものから適用する。 

附 則（平成２９年３月１７日告示第１５号）  

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則（平成３０年３月１９日告示第１０号）  

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 



 

附 則（令和２年３月１２日告示第２１号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。  

別表第１（第６条関係） 

（単位：円） 

区分 加算額（１人につき） 

交通費 北海道・沖縄県 ２５，０００ 

九州地方 ２０，０００ 

東北・中国・四国地方 １５，０００ 

関東・甲信越・東海・近畿地方 １０，０００ 

北陸地方 ５，０００ 

宿泊費（１泊につき） ３，０００ 

備考 

１ この表において「九州地方」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、

宮崎県及び鹿児島県をいう。 

２ この表において「東北・中国・四国地方」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋

田県、山形県、福島県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛

媛県、徳島県及び高知県をいう。 

３ この表において「関東・甲信越・東海・近畿地方」とは、茨城県、栃木県、群

馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山

県をいう。 

４ この表において「北陸地方」とは、富山県及び福井県をいう。  

別表第２（第６条関係） 

（単位：円） 

 

 

区分 加算額（１人につき） 

交通費 ５０，０００ 

宿泊費（１泊につき） １０，０００ 


